
（別紙） 

業務実施体制等提案書を特定するための評価基準 

業務実施体制等提案書の評価項目、判断基準及び配点は、以下のとおりである。 

 

評価項目 
                              評価の着目点 

配点 
 判断基準 

業務遂行 

体  制 

同種業務の実績 

・同種業務又はそれに準ずる実務実績があり、ノウ

ハウが活かされるか。 

・業務を進めるにあたっての独自の強み等があり、

これらの強みが発揮される体制となっているか。 

15 

本業務を遂行する人

員及び体制の確保 

・配置予定者の専門性は十分か。また、柔軟な発

想で事業手法を検討できる、豊富な業務経験を持

つ担当者が配置されているか。 

・業務を円滑に進められる体制となっているか。 

15 

工程計画 
・業務執行過程が明確にスケジュール化されてお

り、提案内容との整合性が図られているか。 
5 

取組意欲 

・業務の重要度を理解し、技術力を十分に発揮

し、積極的に業務に取り組む意欲は感じられる

か。 

10 

企 画 

提案力 

的確性 

整合性 

・業務の趣旨を的確に理解し、仕様書で定めた業務

内容について全てを網羅された適切な提案となっ

ているか。 

・「沼津市パークマネジメントプラン」等の関連計

画との整合性は図れているか。 

15 

実現性 

・本市の特徴・課題等を踏まえ、民間活力導入に

対する検討方針等が明確であり、類似実績等に裏

付けされた提案となっているか。 

・提案内容を確実に実現するための手法等につい

て十分な説得力があるか。 

20 

合理性 

独自性 

・着眼点が適正で、業務に必要な問題点・解決方

法等が論理的に整理されており、提案が合理的な

内容となっているか。 

・提案における創意工夫が感じられ、独自の提案

となっているか。 

20 

 

・第一次審査においては、業務遂行体制について審査する。 

・第二次審査においては、業務遂行体制に加え、企画提案力について評価する。 

・第二次審査において、各審査委員の平均点数が 60点を超える者がいなかった場合は、契約候補 

者を選定しない。 

・第二次審査において、評価点が同点となった場合は、次の方法により順位を決定する。 

 ⑴「企画提案力」の点数が高い者を上位とする。 

 ⑵⑴が同点の場合は、審査委員から意見を聴取し、選定委員会において順位を決定する。 


